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特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
七
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
二
百
十
六
号

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
九
十
五
条
第
二
項
（
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。）及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
九
条
の
三

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
第
六
号
中
「
十
六
万
八
千
六
百
円
」
を
「
十
一
万
八
千
円
」
に
、「
十
万
千
二
百
円
」
を
「
七
万

千
円
」
に
、「
十
三
万
四
千
九
百
円
」
を
「
九
万
四
千
円
」
に
、「
十
五
万
千
七
百
円
」
を
「
十
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
十
六
万
八
千
六
百
円
」
を
「
十
一
万
八
千
円
」
に
、「
十
万
千
二
百
円
」
を
「
七
万
千
円
」
に
、「
十

三
万
四
千
九
百
円
」
を
「
九
万
四
千
円
」
に
、「
十
五
万
千
七
百
円
」
を
「
十
万
六
千
円
」
に
、「
十
五
万
四
千
六
百
円
」

を
「
十
万
八
千
円
」
に
、「
十
二
万
三
千
七
百
円
」
を
「
八
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条

第
二
項
の
表
第
六
号
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

経
済
産
業
大
臣

海
江
田
万
里

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

別
表
第
二
第
十
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

L̆

六
連
島
三
角
点
か
ら
二
一
一
度
一
五
分
二
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

C̆

六
連
島
三
角
点
か
ら
二
一
〇
度
三
〇
分
二
、
〇
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

D̆

六
連
島
三
角
点
か
ら
一
九
九
度
四
五
分
二
、
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ĕ

六
連
島
三
角
点
か
ら
一
七
七
度
四
五
分
一
、
八
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

F̆

六
連
島
三
角
点
か
ら
一
二
六
度
三
〇
分
一
、
〇
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ğ

六
連
島
三
角
点
か
ら
六
五
度
三
〇
分
一
、
〇
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

H̆

六
連
島
三
角
点
か
ら
三
五
度
四
五
分
一
、
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

別
表
第
二
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六

竹
富
南
航
路

\
か
ら
H̄
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
\
に
掲
げ
る
地
点
と
H̄
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
の
う
ち
Ī
か
ら
C̊
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ī
に
掲
げ
る
地
点
と

C̊
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
以
外
の
区
域

\

竹
富
三
角
点
（
北
緯
二
四
度
一
九
分
五
五
秒
東
経
一
二
四
度
五
分
一
〇
秒
）
か
ら
二
七
〇
度
四
五
分
四
、
二

六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

]

竹
富
三
角
点
か
ら
二
六
〇
度
四
五
分
三
、
〇
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

^

竹
富
三
角
点
か
ら
二
三
八
度
四
五
分
二
、
七
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
七
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
二
百
十
七
号

港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
十
一
号
中
「
H̄
に
」
を
「
H̆
に
」
に
改
め
、
Ĩ
か
ら
H̄
ま
で
を
削
り
、
H̃
を
K̄
と
し
、
G̃
を
J̄
と
し
、

F̃
を
Ī
と
し
、
同
号
Ẽ
中「（
北
緯
三
三
度
五
八
分
三
七
秒
東
経
一
三
〇
度
五
一
分
五
一
秒
）」を
削
り
、
同
号
中
Ẽ
を
H̄

と
し
、
D̃
を
Ḡ
と
し
、
同
号
C̃
中「（
北
緯
三
三
度
五
六
分
二
八
秒
東
経
一
三
〇
度
五
一
分
二
秒
）」を
削
り
、
同
号
中
C̃

を
F̄
と
し
、
Ĵ
か
ら
L̃
ま
で
を
C̄
か
ら
Ē
ま
で
と
し
、
同
号
Î
中「（
北
緯
三
三
度
五
三
分
三
七
秒
東
経
一
三
〇
度
五
三

分
三
八
秒
）」を
削
り
、
同
号
中
Î
を
L̄
と
し
、
Ĥ
を
K̃
と
し
、
同
号
Ĝ
中「（
北
緯
三
三
度
五
七
分
四
四
秒
東
経
一
三
〇

度
五
七
分
四
七
秒
）」を
削
り
、
同
号
中
Ĝ
を
J̃
と
し
、
\
か
ら
F̂
ま
で
を
F̂
か
ら
Ĩ
ま
で
と
し
、
同
号
に
\
か
ら
Ê
ま

で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

\

六
連
島
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
八
分
三
七
秒
東
経
一
三
〇
度
五
一
分
五
一
秒
）
か
ら
四
〇
度
四
五
分
二
、

八
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

]

六
連
島
三
角
点
か
ら
七
四
度
一
、
九
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

^

六
連
島
三
角
点
か
ら
一
一
九
度
一
、
八
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

_

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
三
度
五
六
分
二
八
秒
東
経
一
三
〇
度
五
一
分
二
秒
）
か
ら
五
一
度

二
、
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
七
〇
度
一
五
分
一
、
八
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

a

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
〇
六
度
三
〇
分
三
、
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

b

砂
津
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
三
度
五
三
分
三
七
秒
東
経
一
三
〇
度
五
三
分
三
八
秒
）
か
ら
二
二
度
二
、
二
三

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

c

砂
津
防
波
堤
灯
台
か
ら
四
二
度
二
、
三
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

d

砂
津
防
波
堤
灯
台
か
ら
五
三
度
三
、
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

e

砂
津
防
波
堤
灯
台
か
ら
五
二
度
三
、
七
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ĉ

門
司
埼
灯
台
（
北
緯
三
三
度
五
七
分
四
四
秒
東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
七
秒
）
か
ら
二
三
〇
度
四
五
分
二
、

九
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

D̂

火
ノ
山
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
八
分
二
八
秒
東
経
一
三
〇
度
五
七
分
三
八
秒
）
か
ら
一
九
一
度
一
、
〇
二

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ê

火
ノ
山
三
角
点
か
ら
七
二
度
三
〇
分
三
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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